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再交付及び記載事項の変更 

 

提出書類はすべてＡ４サイズとする。（ただし、公的機関から発行されたもの

を除く。） 

 

１．技能証明等の再交付申請（規則第 71 条） 

  再交付は、亡失、遺失、盗難、破損、汚損について厳重に審査を行い、次のとおり 

 実施する。 

(1) 申請書の受理は、本省において行う。  

 (2) 再交付申請に必要な書類 

(ｱ) 再交付申請書（規則第 28号様式）---------------------------------１通 

(ｲ) 技能証明書（失った場合を除く。）----------------------------------１通 

(ｳ) 住民票（本籍の記載されたもの。）---------------------------------１通 

(ｴ) 写真（タテ３cm、ヨコ 2.4cm、裏面は氏名を記入）-------------------１葉 

(3) 再交付申請の審査に際しては、住民票により申請者の本籍、氏名等を確認する。 

(4) 再交付する技能証明書の番号は、失った技能証明書の番号と同じとする。交付

年月日は再交付であることを明示して再交付の年月日を記入する。 

 

 

使用印（朱色スタンプ） 

再交付（    ） 

技能証明年月日 

 

 

(5) 再交付を受けたのち、失った技能証明書を発見したときは、直ちに、

その失った方の技能証明書を返納すること（規則第 72 条）。 

 

 

２．技能証明等の記載事項の変更（旧技能証明書保有者のみに適用） 

  技能証明書等の記載事項の変更は氏名及び本籍地等の変更の場合のみに行うこと

とする。 
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 (1) 申請書の受理及び変更の処理は、本省及び地方航空局において行う。 

   （地方航空局において処理した場合は、申請書他を本省に送付する。） 

 (2) 記載事項変更申請に必要な書類 

  (ｱ)技能証明書等の記載事項変更届（要領様式 16）-----------------１通 

  (ｲ)住民票（本籍の記載されたもの。）------------------------------１通 

   氏名変更の確認ができない場合には、住民票の代わりに戸籍妙本とする。 

(3) 変更を行った場合は、技能証明等及び(2)(ｱ)に、記載事項変更を押印する 

 

 

使用印（朱色スタンプ） 

本 籍 地 変 更  

（ 年 月 日）確認（  ） 

 

氏 名 変 更 

（ 年 月 日）確認（  ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 










